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令和２年度 第２回定例教育委員会 議事録 
 

 

■ 日  時 令和２年５月１３日（水）午後３時００分～午後４時２０分 

 

■ 場  所 和束町体験交流センター 会議室 

 

■ 出席委員 教育長        西 本 吉 生 

教育長職務代理者   石 橋 常 男 

委員         村 田 年 宏 

委員         植 田 宏 和 

 

■ 欠席委員 委員         上 村 恵 子 

 

■ 説 明 員 教育次長       竹 谷 秀 俊 

学校教育課長     竹 谷 正 則 

生涯学習課長     南   和 昇 

学校教育指導主事   浅 田 平 詔 

 

■ 事 務 局 教育次長       竹 谷 秀 俊 

学校教育課課長補佐  城 野 成 子 

       学校教育指導員兼社会教育指導員 

   稲 垣 公 美 

 

■ 傍聴者数 ０人 

 

■ 議事日程 

       日程１ 議事録の承認 

       日程２ 議事録署名委員の指名 

       日程３ 会期の決定 

日程４ 諸般の報告について 

日程５ 議案第２号 令和２年度相楽東部広域連合立学校の各主任の承認 

に係る専決処分の承認について 

    議案第３号 令和２年度相楽東部広域連合立学校評議員の委嘱に 

係る専決処分の承認について 

    議案第４号 令和２年度相楽東部広域連合立学校給食センター運 

          営委員会委員の委嘱に係る専決処分の承認について 

    議案第５号 相楽東部広域連合いじめ防止等対策委員会委員の委 

          嘱に係る専決処分の承認について 

       日程６ 議案第６号 相楽東部広域連合立学校における学校運営協議会の 
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設置等に関する規則の制定について 

日程７ その他 

     

■ 議  事 

西本教育長 

 ただ今から、令和２年度第２回定例教育委員会を開会いたします。 

 上村委員から欠席の届が出ています。 

 日程第１、「議事録の承認」を議題とします。第 1回定例教育委員会の議事録は、事前に

配布しております。お目通しいただいていると思います。議事録について、ご意見、ご質

問をお受けしたいと思います。質問等のある方は挙手を願います。 

 

（各委員よりないとの声あり） 

 

西本教育長 

 特に、ご意見、ご質問がありませんので、これを承認することとします。 

 日程第２、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の議事録署名委員は、村田委員に

お願いします。 

 日程第３、「会期の決定」を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は、本日、１

日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（各委員より異議なしとの声あり） 

 

西本教育長 

 異議なしということですので、本定例会の会期は、本日、１日間に決定します。 

 日程第４、諸般の報告を行います。 

会議資料では、教科書採択の件が１番になっていますが、その前に、私の方から１件報

告をさせていただきます。和束小学校における文書紛失の件についてです。これにつきま

しては、事前に教育委員さんにも資料を送っています。見ていただいていると思いますが、

若干付け加えて説明させていただきます。毎年３月末、保育所から保育要録が送ってきま

す。小学校からでしたら指導要録の抄本を中学校に送るわけですが、それの保育所パター

ンです。そのコピーを３月３０日に保育所から和束小学校が受け取りました。内容はそこ

にも書いてありますが、保育要録というのは児童名や保護者名、保育園での生活の様子等

が記載されているものです。学校は、そのコピーに基づいて児童の指導要録を作るという

ことになっております。事案の経過のところにもありますように、保育園から要録のコピ

ーを教頭が受け取ったのですが、そのまま机上に、重要文書保管庫等に保管すればよかっ

たのですが、机上に３日から４日間そのままにしてありまして、保管がきっちりできてな

かったのが一つあります。実際には、４月１７日になって、１年生の担任が児童の指導要

録を作ろうと思って保育園から来ているのを出してくださいとなり、教頭が保管庫に入れ
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たはずなのでと保管庫に行ったら無かったということで、そこから１週間程、全教職員で

校内の各箇所を探しましたが見つかりませんでした。もちろん、この期間は子どもが来て

おりませんので、子どもが職員室に入ってどうのこうのということは全くありません。ま

た、部外者が来てどうのこうのもないわけですから、基本的には外には出ていないという

ことで、職員室内で無くなったということで、校長は、書類整理の際に誤って処分したも

のというふうに判断をしたということです。取りあえず、対応として、和束保育園と木津

川市のこども園から新１年生が来ておりますので、新１年生の保護者宅を校長と教頭が説

明して謝罪に回りました。これが４月３０日です。それから保育園に要録のコピー再発行

を依頼しました。普通でしたら２年生から６年生までの保護者を集めて説明会を開くので

すが、この時期は保護者を集めてという訳にもいきませんので、文書を持って教職員が手

分けをして各家庭にポスティングを行ったということです。教育委員会としましては、連

合議会へ報告、そして、和束小学校ですから和束町議会議長にも報告をして、今日、報道

関係にこの資料に基づき記者発表したという形になっております。午前１１時にファック

スを入れたところ、すべての報道機関から問い合わせがありました。明日の朝刊でという

ことで、今に至っているということです。保護者の反応ですが、１年生の家庭訪問につい

ては、特に、厳しい指摘というのはありませんでした。それから２年生から６年生の保護

者についても、今日まで問い合わせ並びに苦情は無いというところです。もちろん、学校

にも文書管理規定というのが当然ありまして、これに基づいて、教育委員会も含めまして

文書管理をきっちりするように言っているところです。本当にあってはならないことが起

こったということです。幸い、直接、子どもや保護者に対する被害というのは無いわけで

すが、今回、一番大きいのは地域や保護者の信頼を無くすという、ここが一番大事なとこ

ろですので、これについては再度心を入れ替えて、校長会等でも指導しならが、もちろん、

教育委員会の姿勢も正していきたいというふうに考えております。そういうことで教育委

員さんにもご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。この件について、何かご質

問等ありますか。よろしいですか。和束町の教育委員さんには、こんなことがあったらし

いなということで聞かれるかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 

（村田委員から分かりましたとの声あり） 

 

西本教育長 

 続きまして、資料に基づいて諸般の報告を行います。１番は、私から報告します。 

 １番、令和２年度第１回山城教科用図書採択地区協議会についてです。４月２７日の教

育長会会議の後で行われました。今回の採択地区協議会は、教科用図書選定の会議ではあ

りませんから、教育長のみの出席で開催されました。去年が小学校の教科書の採択で、令

和２年度（今年）は中学校の教科書の採択になります。採択地区協議会の事務局ですが、

会長が城陽市の教育長、副会長が広域連合と八幡市の教育長になります。連合は、前々回

に会長をやったところですが、もう回ってきております。２７日の会議で確認しましたの

は、令和元年度の決算と本年度の予算です。日程としましては、５月２１日に役員と調査
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員の合同会議が始まり、調査員会議が５月下旬から７月上旬にかけて、そして７月に採択

地域協議会が開催されます。関連して、ここで決めていただきたいと思うのですが、採択

委員は教育長と教育委員から１名出ていただくことになっております。採択地区協議会規

約の第５条を見てください。「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」となっております。

まず、⑴が、「関係市町等教育委員会の教育長」です。⑵が、「関係市町等教育委員会がそ

れぞれ指名する関係市町等教育委員会の委員それぞれ１名」となっております。だから、

各市町から教育長と委員１名、この２名が採択委員となります。昨年度は、小学校の教科

書採択でしたので村田委員に出ていただきました。今年度は、中学校になるのですが、委

員の中から１人、協議会委員を決めていただきたいと思います。どのようにさせていただ

きましょうか。石橋委員さん、どうですか。 

 

石橋委員 

 何回ですか。 

 

西本教育長 

 １回です。出るのは１回ですけが、中学校は大変です。よろしいですか。 

 

石橋委員 

 はい。 

 

西本教育長 

 今年度は、石橋委員さんに採択委員として出ていただきます。よろしいですか。 

 

（各委員より異議なしとの声あり） 

 

西本教育長 

 それでは早速ですが、日程調整が来ておりますので、帰りに見てもらいます。 

 ２番から６番までは、教育次長から報告してください。 

 

竹谷教育次長 

 ２番、新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業の延長についてです。こちらにつ

きましては、４月３０日付けの保護者への発出文書を委員の皆さんに送らせていただいて

います。内容は、臨時休業期間を５月３１日（日）までとするものです。ただし、地域の

感染状況により登校日の設定、期間の短縮や再延長をすることもありますとしております。

２つ目としまして、この間、学習課題の配布と回収を行い、期間中の学習の保障や家庭訪

問や電話等で心身の健康状態の把握と心のケアに努め、運動不足やストレス解消に向け、

学校施設の開放を行うということです。 

 ３番、令和２年度京都府市町村教育委員会連合会定期総会・研修会の中止（書面による
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評決）についてです。５月２９日（金）に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症

の拡大状況を考慮して中止とされました。書面による評決をすることになっています。準

備が整い次第、資料が送付される予定です。 

 ４番、令和２年度山城地方教育委員会連絡協議会定期総会及び教育長部会・委員部会合

同研修会の中止についてです。例年５月中旬から下旬に開催されていますが、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大状況を考慮され中止となりました。 

 ５番、令和２年度の「連合の教育」研究会の開催についてです。５月１５日の金曜日、

午後６時から開催予定です。要項を説明させていただきます。目的は、「連合の教育」の充

実・発展を志す同人が、互いに切磋琢磨する学習会を通して自らの資質・能力の向上を図

り、もって将来の「連合の教育」を担う人材と成ることを目指すものです。研究方針は、

学校運営、学校教育の管理、職員の管理・育成等に関する諸課題について研究し、解決の

方途を探ると同時に、教育法規、事例についても理解と研鑽を深め、資質の向上を図ると

しております。実施日時及び場所は、原則、毎月第２金曜日の午後７時から２時間です。

和束町体験交流センターで開催予定です。参加資格は、本会の目的を自覚し、「連合の教育」

に対する情熱をもち、併せて「広域連合の教員に求められる５つの力」を身に付けるべく

努め、所属校長が推薦する者としております。学習内容は、基本内容と発展内容です。講

師は教頭が務め、世話役も務める形です。年間計画は、校長会で承認を受ける形です。８

番は運営、９番は、経費です。以上です。 

 

西本教育長 

 「連合の教育」研究会の具体的な学習内容ですが、今年は教育課題です。例えば、新た

な教育課題にどう対応していくかとか、喫緊の課題等もあります。それから、いじめや不

登校とか児童生徒に関すること。或いは人権教育。今日的課題としては、学習指導要領や

プログラミング、こういうところです。また、学校組織の問題、健康・安全の問題、教育

課程、それから教職員の服務に関することなどです。メンバーは、各校のミドルリーダー

です。今年は、校長の推薦があった１１名が今週の金曜日からスタートします。これは公

務という形ではありませんので、その辺りのご理解もよろしくお願いします。自ら進んで

学んでいくというところです。 

 臨時休業ですが、今もありましたように５月３１日までですが、明日、臨時校長会をす

る予定をしております。今は家庭訪問を中心に、課題を与え、回収して指導というのを中

心にしております。動画の教材ですが、今、和束中学校が動画教材を作って、パソコンや

スマホで見られるように配信しています。笠置小学校もスタートしました。他の学校も準

備を進めております。そんな状況です。なお、５月末日まで２週間ありますから、学校に

慣れることも含めて、来週、登校日を２日ほど考えていきたいと思っております。連合の

場合は、分かれてやる必要もないと思っています。和束小学校でも１２０人ほどですから、

分散登校をする必要はないと思っております。再来週については、更に登校日を増やそう

と思っています。取りあえず、来週、再来週に分けて考えていこうというふうに思ってお

ります。府教委の方は、５月一杯まではというところで進めているみたいですが、連合の
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場合は、出来れば少しでも前倒しが出来たらなというふうに考えております。と言います

のも、やっぱり子どもは限界が来ているみたいです。親も大変だと思います。保護者にも

両方の意見があります。「学校を再開したら危ない。」、「早く学校を再開してくれ。」という

ことです。そうした声を聞きながら考えていきたいと思っております。いずれにしまして

も、決まりましたら教育委員さんに連絡をさせていただきます。よろしいでしょうか。 

 

（各委員からよろしいとの声あり） 

 

西本教育長 

 ６番と７番は、学校教育課長から報告してください。 

 

竹谷学校教育課長 

 ６番、令和２年度在籍児童・生徒数についてです。本年４月１５日現在の各小中学校の

児童・生徒数はお配りした資料のとおりとなっております。前回の教育委員会で予定数を

報告していましたが、年度末に転出・転入手続きを取られていた家庭があり、和束小学校

で２家庭２名の減、南山城小学校で１家庭３名の減、和束中学校で１家庭１名の減、笠置

中学校で１家庭１名の増がありました。これにより５校合わせた児童・生徒数は３２０名

となっております。 

 ７番、令和２年度相楽東部広域連合立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱

についてです。学校保健安全法第２３条には、学校医、学校歯科医、学校薬剤師を置くも

のとすると定められており、名簿の方々を委嘱しております。敬称を略させていただきま

す。笠置小学校、学校医 伊左治友子、学校歯科医 小西文昭、学校薬剤師 𠮷岡美裕。

和束小学校、学校医 桐山藤重郎、学校歯科医 持木純子、学校薬剤師 久保順一。南山

城小学校、学校医 竹澤 健、学校歯科医 内藤邦夫、学校薬剤師 𠮷岡美裕。和束中学

校、学校医 柳澤 衛、学校歯科医 柿木正行、学校薬剤師 久保順一。笠置中学校、学

校医 伊左治友子、学校歯科医 内藤邦夫、学校薬剤師 𠮷岡美裕。学校ごとに地元や近

隣の医師、歯科医師、薬剤師の方々にお願いしており、いずれの方々も昨年度に引き続き

就任していただいております。委嘱期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

でとなっています。以上です。 

 

西本教育長 

 学校医の内科検診は、基本的に６月までにやらないといけないのですが、コロナウイル

スの関係で、医師会から今は無理ということで、２学期以降にしてくださいという要望が

ありました。仕方が無いです。それで、今、検診がストップしています。そうなりますと、

プール指導も、事前に検診を受けてプールに入りますので、この検診が無かったらプール

指導はどうなるのかということです。本当にコロナに振り回されている状況です。あと教

育課程もかなり変更しなければならないところが出てくると思っております。そういうこ

とで８番の教育課程の編成について、指導主事から報告してください。 
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浅田学校教育指導主事 

 ８番、本年度の教育課程の編成について説明させていただきます。この教育課程編成届

は、通常どおり授業・行事等を実施した場合の計画を示していますが、今年度は、新型コ

ロナウイルス感染症防止で休業となっていますので、この計画どおりには実施できていま

せん。今後、国、府教委の動向により学校の再開に向けて当然、教育課程を再編成する必

要がありますので、各校で準備を進めているところです。１学期の授業開始日、そして、

終業日、２学期の始業日、終業日等を確認して再度年間計画を立てることになります。例

えば、６月から授業が再開ということであれば、年間授業日数は小学校３４日、中学校は

３５日当初より少なくなります。授業時数で言いますと、小学校は２０４時間、中学校は

２１０時間、このままでは減少することになります。小学校６年生の国語でいいますと、

週５時間授業を実施しますので４月と５月で８週分、約４０時間授業が欠けるということ

になります。中学校３年生の国語で言いますと、週３時間授業を実施しますので、同じく

８週分２４時間授業が欠けるということになります。これから各校授業時数の確保と行事

等の見直しを図りながら計画を再検討してまいります。本年度の特徴的なこととしては、

小学校が新学習指導要領の全面実施によりプログラミング教育、特別の教科 道徳、外国

語活動、英語科が本格実施となります。本年度は、和束小学校に専科教員として配置され

た教員が、南山城小学校の３・４年生の理科、笠置小学校の５・６年生の理科、和束小学

校の５・６年生の理科を指導し、合わせて小小連携を進めてまいります。全体の計画です

が、連合の教育の重点に則って「広域連合の特性、相楽東部の特性、各校の特性」を活か

した「ならでは」の教育を引き続き進め、魅力ある教育活動を展開します。それから、本

年度からコミュニティ・スクールを笠置小学校、笠置中学校、南山城小学校に立ち上げま

すので、合わせて和束小学校、和束中学校には地域・学校協働本部を創設して、一層地域

と連携した教育活動を展開してまいります。２年間の研究の成果を発表する連合指定研究

発表会ですが、和束小学校が１１月１９日にキャリア教育、笠置中学校は１１月２６日に

学力向上、南山城小学校は１２月７日に国語科で実施いたします。以上です。 

 

西本教育長 

 今年度は、細かなところを見ていただいてもどうしようもないです。例年でしたら、こ

れで時数から、４月からの学校行事にしてもかなり消化されています。学校が再開されて

から再度編成し直すというのが当然必要になってきます。日本教育学会の広田さんが、９

月入学どうのこうの、そんなものは無理に決まっていると、それより学習指導要領を見直

して、今年度については、１年間の指導内容そのものを整理しないといけないのではとい

うような意見を出されていました。そんなことも含めて、例えば、連合が６月再開になっ

ても夏休み４０日間は無理です。教育課程に関する説明ですが、よろしいですか。 

９番は、生涯学習課長から報告してください。 

 

南生涯学習課長 
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 ９番、新型コロナウイルス感染症対策に係る生涯学習事業の状況についてです。本日、

お配りしましたＡ４版の社会教育事業の５月予定表です。国の緊急事態宣言、京都府の緊

急事態措置によりまして、外出やイベントの自粛、それから施設の使用制限が５月３１日

まで延長されたことに伴いまして、こうした事業の会場となるやまなみホール、それから

和束町人権ふれあいセンター、笠置町産業振興会館などが５月末まで使用休止、休館とい

う形になりました。そのため５月に予定しておりました１０事業すべてが、コロナウイル

ス感染防止のため延期とさせていただきました。また、テニス教室の前期の募集をさせて

いただきましたが、応募が３名ということで、少人数のため保険加入ができないので中止

とさせていただきました。後期、９月から１１月につきましては、夏頃に募集させていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いします。そのような形で５月の事業は延期になっ

たり中止になったりということで、何か体を動かしていくようなことをしなければと思い

まして、特に児童を対象として、昔遊び、例えば、けん玉とか独楽とかメンコとかが出来

るような事業を考えています。おじいちゃんやおばあちゃんに教えてもらって、家の中で

体を多少でも動かしてもらおうかなと考えています。あとは６月に入ってからですが、マ

スク不足が深刻になっていますので、「手作りのマスク教室」の開催を６月中旬以降に計画

していますので、よろしくお願いします。それから学校体育館の一般開放ですが、こちら

の方も５月３１日まで休止しております。グラウンドは開放しています。それから３町村

の図書室は、５月７日から開館・開室しております。図書室につきましては、室内の換気

や手洗い・手指の消毒、また、人が密集しないような対策を講じております。以上です。 

 

西本教育長 

 よろしいでしょうか。諸般の報告は、以上です。 

 日程第５、議案第２号から議案第５号までを一括して議題とします。議案を説明してく

ださい。 

 

竹谷教育次長 

議案第２号、令和２年度相楽東部広域連合立学校の各主任の承認に係る専決処分の承認

について。上記の議案を提出する。令和２年５月１３日提出。相楽東部広域連合教育委員

会教育長 西本吉生。提出の理由。相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則第１

８条第２項の規定により、各主任を承認する必要が生じましたが、会議を招集する時間的

余裕がないことが明らかであると認め、相楽東部広域連合教育委員会の権限に属する事務

の一部を教育長に委任する規則第３条第１項の規定によって専決処分したので、同条第２

項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。 

 

竹谷学校教育課長 

 議案第２号について説明させていただきます。今年度の各学校における各主任の承認で

すが、会議を招集する時間的余裕がないことから、専決処分を行っており、この承認を求

めるものです。この専決処分は、教育委員会が承認または決定すべき事項について、緊急
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に処理する必要があり、かつ、教育委員会を招集する時間的余裕がないと認められるとき

には、教育長がその教育委員会の承認または決定を経ることなく処理することのできる処

分のことです。なお、専決処分をしたときは、教育長は次の教育委員会においてこれを報

告するとともに、その承認を求めなければならないこととなっております。この議案は、

相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則第１８条の規定に基づき学校長から主任

任命承認申請があり、承認を行ったものです。小学校では、教務主任、保健主任、司書教

諭を、中学校では、教務主任、保健主任、生徒指導主任、進路指導主任、司書教諭を任命

しています。学校ごとに読み上げます。敬称は略させていただきます。笠置小学校、教務

主任 西村 亮、保健主任 西村 亮、司書教諭 三桝彰子。和束小学校、教務主任 松

本美枝、保健主任 松本美枝、司書教諭 新田祐子。南山城小学校、教務主任 大久保欣

浩、保健主任 大久保欣浩、司書教諭 石田智美。和束中学校、教務主任 西山祐也、保

健主任 射場 誠、生徒指導主任 谷 健太郎、進路指導主任 春名雅代、司書教諭 栗

山智美。笠置中学校、教務主任 松田佳人、保健主任 安見和代、生徒指導主任 奥田大

和、進路指導主任 吉松大将、司書教諭 石田直美。以上です。よろしくお願いします。 

 

竹谷教育次長 

 議案第３号、令和２年度相楽東部広域連合立学校評議員の委嘱に係る専決処分の承認に

ついて。上記の議案を提出する。令和２年５月１３日提出。相楽東部広域連合教育委員会

教育長 西本吉生。提出の理由。相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則第２３

条第３項の規定により、学校評議員を委嘱する必要が生じましたが、会議を招集する時間

的余裕がないことが明らかであると認め、相楽東部広域連合教育委員会の権限に属する事

務の一部を教育長に委任する規則第３条第１項の規定によって専決処分したので、同条第

２項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。 

 

竹谷学校教育課長 

 議案第３号について説明させていただきます。今年度の各学校における学校評議員の委

嘱ですが、会議を招集する時間的余裕がないことから、専決処分を行っており、この承認

を求めるものです。相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則第２３条の規定に基

づき、各学校長から推薦のあった方々を委嘱させていただきました。学校ごとに評議員名

を申し上げます。和束小学校、中屋良一氏、西島かよ子氏、西山喜章氏。いずれも継続で

す。和束中学校、岡田美紀子氏、池尻智恵美氏、馬場正実氏、岡橋聖舟氏。池尻評議員と

馬場評議員は新規です。なお、笠置小学校、南山城小学校及び笠置中学校は、本年度から

学校運営協議会制度を導入する予定であることから、学校評議員の委嘱に代わり、学校運

営協議会委員を任命することになります。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

竹谷教育次長 

 議案第４号、令和２年度相楽東部広域連合立学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

係る専決処分の承認について。上記の議案を提出する。令和２年５月１３日提出。相楽東
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部広域連合教育委員会教育長 西本吉生。提出の理由。相楽東部広域連合立学校給食セン

ターに係る運営委員会規則第４条の規定に基づき、運営委員会委員を委嘱する必要が生じ

ましたが、会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、相楽東部広域連

合教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第３条第１項の規定によ

って専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。 

 

竹谷学校教育課長 

 議案第４号について説明させていただきます。給食センター運営委員会委員の委嘱です

が、和束町学校給食センターで次の方々を委員に委嘱しております。敬称は略させていた

だきます。和束小学校校長 竹花真治、和束中学校校長 岡田善行、和束小学校給食主任 

平舘敦子、和束中学校給食主任 前嶋陽亮、和束小学校保護者 前田優子、北澤君香、和

束中学校保護者 池尻瑞恵、向井千春、教育委員会委員 村田年宏。以上９名です。委嘱

期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までとなっています。以上です。よろ

しくお願いいたします。 

 

竹谷教育次長 

 議案第５号、相楽東部広域連合いじめ防止等対策委員会委員の委嘱に係る専決処分の承

認について。上記の議案を提出する。令和２年５月１３日提出。相楽東部広域連合教育委

員会教育長 西本吉生。提出の理由。相楽東部広域連合いじめ防止等対策委員会設置条例

第３条の規定に基づき、同委員会委員を委嘱する必要が生じましたが、会議を招集する時

間的余裕がないことが明らかであると認め、相楽東部広域連合教育委員会の権限に属する

事務の一部を教育長に委任する規則第３条第１項の規定によって専決処分したので、同条

第２項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。 

 

竹谷学校教育課長 

 議案第５号について説明させていただきます。いじめ防止等対策委員会委員ですが、１

２名の方々を委嘱しております。今回、新たに委嘱する方は５名です。継続の方が７名で

す。委員名簿を読み上げます。保護者として笠置小学校の西口努氏、和束小学校の前田優

子氏、南山城小学校の齋藤沙織氏、和束中学校の向井千春氏、笠置中学校の植田宏和氏で

す。なお、参考ですが、連合いじめ調査委員会設置条例第２条の規定に基づくいじめ調査

委員会委員には、連合長より５名の方々を委嘱されております。京都弁護士会の臼井陽子

弁護士、相楽医師会の古川裕医師、京都府臨床心理士会の森谷寛之氏、笠置町社会福祉協

議会の松本佳恵子氏、京都府社会教育委員の小寺正一氏。こちらの方々は昨年度からの委

嘱です。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

西本教育長 

 これより一括して質疑を行います。ご質問等ありましたら挙手願います。 

 よろしいですか。ご質問ありませんか。 
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（各委員からないとの声有り） 

 

西本教育長 

 ご質問がありませんので、これより採決します。採決は１件ごとに行います。 

 議案第２号、令和２年度相楽東部広域連合立学校の各主任の承認に係る専決処分の承認

について、承認される方は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第２号は承認されました。 

 議案第３号、令和２年度相楽東部広域連合立学校評議員の委嘱に係る専決処分の承認に

ついて、承認される方は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第３号は承認されました。 

 議案第４号、令和２年度相楽東部広域連合立学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

係る専決処分の承認について、承認される方は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第４号は承認されました。 

 議案第５号、相楽東部広域連合いじめ防止等対策委員会委員の委嘱に係る専決処分の承

認について、承認される方は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第５号は承認されました。 

 日程第６、「議案第６号 相楽東部広域連合立学校における学校運営協議会の設置等に関

する規則の制定について」を議題とします。議案を説明してください。 

 

竹谷教育次長 

 議案第６号、相楽東部広域連合立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の
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制定について。上記の議案を提出する。令和２年５月１３日提出。相楽東部広域連合教育

委員会教育長 西本吉生。提出の理由。地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第４７条の５の規定に基づき、相楽東部広域連合立学校に設置す

る学校運営協議会について、必要な事項を定める必要があるため、本規則を制定するもの

です。 

 

竹谷学校教育課長 

 議案第６号について説明させていただきます。地域住民等との連携・協働体制により実

施される地域学校協働活動を効果的に実施するには、活動を担う地域住民も、校長が作成

した学校運営の基本方針はもとより、学校の現状や課題等を的確に把握し、計画や目標を

共有することが大切です。連合管内の学校では、これまで保護者や地域住民の方々から意

見を聴く学校評議員制度という仕組みにより、開かれた学校づくりに向けて一定の役割を

果たしてきたところです。しかし、この制度は、校長の求めに応じて個々に意見を述べて

きたものであり、複数の構成員の合議によって、その意思を決定する「合議体」としての

意見ではありませんでした。一方、学校運営協議会制度は、校長の求めに応じて一定の権

限と責任をもった合議体として、意見を述べることができるようになるということが大き

な違いです。また、校長が作成する学校運営の基本方針の承認を通じて、学校と地域が対

等な立場で協議するという重要な役割があります。この学校運営協議会制度の導入により、

地域住民等がこれまで以上に当事者意識を持って、学校運営に参画してもらうことを通じ

て、学校と地域の連携・協働体制が組織的・継続的に確立され、地域とともにある学校づ

くりの実現に向けて、効果的に進めることができます。これらのことを踏まえ、学校評議

員制度を段階的に発展させながら、学校運営協議会制度にスムーズに移行させていく必要

があると考えています。今回、制定する規則は２０条からなり、第１条は趣旨で、提出の

理由で申し上げたとおりです。第２条は協議会の目的です。協議会は、保護者及び地域住

民等の学校経営への参画を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を

深め、ともに児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とするというものです。第３条は、

学校運営協議会を設置する学校の指定に関する事項で、その指定期間は２年間とし、再指

定ができるとなっています。ただし、最初の指定は、今年度の途中から翌年度の３月３１

日までとなります。第４条は所掌事項で、教育目標及び学校運営に関すること、教育課程

の編成に関すること等について、協議会の承認を得ることとなります。第５条は意見の申

出です。第１項は、「協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長

に対して意見を述べることができる。」となっています。第２項は、「設置校の職員の採用

その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることがで

きる。」となっています。この場合において、当該職員が府費負担教職員であるときは、教

育委員会を経由することになります。第６条は、運営に対する評価で、「協議会は、適切な

時期及び方法により評価を行う。」としております。第７条は、保護者や地域住民の運営へ

の参画の促進及び情報発信や意見聴取に関する規定です。第８条は、委員の任命です。人

数は８名以内とし、任命区分を定めています。第９条は、委員の任期です。任期は２年と
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し、再任を妨げないとするものです。第１０条は、守秘義務等を定めております。第１１

条は、委員の解任に関する規定です。第１２条は、会長、副会長の選出に関する規定です。

第１３条は、会議の招集、開催のための出席人数の要件や議決の要件を定めるとともに、

委員以外の者の会議への出席を求める規定となっています。第１４条は、会議の公開を定

めるものです。第１５条は、部会等の設置に関する規定です。第１６条は、運営に必要な

事項を定めることができる規定です。第１７条は、協議会への指導及び助言に関する規定

です。第１８条は、協議会を設置する学校の指定の取消について規定しています。第１９

条は、協議会の庶務について、第２０条は、前条までに定めるもの以外の協議会の運営に

必要な事項は、教育長が定めるとするものです。附則ですが、この規則の施行日は、公布

の日からと定めるものです。なお、経過措置として、今年度の途中に任命する委員の任期

は、令和４年３月３１日までとするものです。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

西本教育長 

 今年、新たに取り組む学校運営協議会です。いわゆるコミュニティ・スクールです。そ

の根拠となる規則の制定についてお諮りするものです。これより質疑を行います。ご意見

ご質問等ありましたら挙手願います。 

 

石橋委員 

 この学校運営協議会の設置をもって学校評議員に変えるという形になるのですか。 

 

竹谷学校教育課長 

 はい。 

 

石橋委員 

 各校が設置する学校運営協議会の委員は８名以内ということですが、この８名という人

数は、多すぎるような気がするのですが、この８名というのはどういう根拠ですか。 

 

稲垣学校教育指導員兼社会教育指導員 

 近隣の市町の学校において、実際に学校運営協議会を設置されているところがあります

ので、その状況を参考にしております。ちなみに第８条の委員任命の区分ですが、⑴から

⑸まで規定しており、そういう近隣の設置例を申し上げますと、保護者が２名、地域住民

が２名、学識経験者が１名、設置校の教職員が２名、そして教育委員会が適当と認める者

が１名という人数で、任命されているようです。本連合におきましても、取りあえず８名

以内ということで、この人数が適当ということで規定をしております。 

 

西本教育長 

 ８名以内ということです。学校評議員の３人か４人に比べますと、少し多いかなと思い

ますが、実際に設置している学校は、だいたい８名くらいです。以前、コミュニティ・ス
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クールの説明をさせていただいたときに、前教育委員さんが意見の申出のところで心配さ

れておられたのが第５条の関係です。第５条の第２項です。「協議会は、設置校の職員の採

用その他の任用に関する事項について、職員の任命権者に対して意見を述べることができ

る。」云々というところです。これに関しまして、近隣市町に聞いてみますと、特にそうし

た事例はないというふうに聞いております。ほかどうですか。 

 

村田委員 

 学校運営をスムーズにし、子どもの成長を促すような組織、取組を前提としながら、第

８条の委員の任命というところを、学校長と教育委員会が緊密な連携のもとに委嘱してい

くということが非常に大事になってくると思います。 

 

西本教育長 

 委員の任命につきましては、この規則の第８条第２項により、基本的には、設置校の校

長が委員を推薦することになります。その推薦された委員を教育委員会が任命することに

なります。よろしいですか。 

 

稲垣学校教育指導員兼社会教育指導員 

 お手元に地方教育行政の組織及び運営に関する法律のコピーをお配りさせていただきま

した。これが本規則を定める根拠となる第４７条の５です。第１０項まで規定されている

国の法律です。第６項と第７項を見てください。第６項、「学校運営協議会は、対象学校の

運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。」

ということで、この法律の規定に基づき、本規則の第５条を定めています。第７項では、

「学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定め

る事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合にお

いて、当該職員が県費負担教職員であるときは、市町村教育委員会を経由するものとする。」

と規定されています。この法律の規定に基づき、本規則の第５条第２項を定めています。

ちなみに、教職員の採用に関して意見を述べることができるという規定がない市町等があ

りますが、こうした規定がなかったとしても、法律に基づいて意見を述べることができる

ということです。従って、連合の場合は、府費負担教職員の採用に関して意見があれば教

育委員会を経由するということで、こういう規定を定めております。 

 

西本教育長 

 地教行法に基づいて制定された規則ということですので、よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。ほかありませんか。 

 

（各委員から特にないとの声有り） 

 

西本教育長 
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 これより採決します。 

 「議案第６号 相楽東部広域連合立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

の制定について」、承認される方は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第６号は承認されました。 

 早速ですが、この規則の第３条に基づきまして、笠置小学校、南山城小学校及び笠置中

学校を指定していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

 日程第７、その他です。事務局から説明してください。 

 

竹谷教育次長 

 その他です。１番、諸報告（送付済）事項の①から⑩までは、事前にお手元に郵送させ

ていただいております。２番、次期定例教育委員会の開催日程（案）です。６月１０日の

水曜日、午後３時から、この会議室ということで案を示させていただいております。ご都

合はいかがでしょうか。 

 

（教育長、委員により「６月の定例教育委員会の日程」を協議する。） 

 

西本教育長 

 次期定例教育委員会は、６月１０日の水曜日の午後３時から開催します。 

 以上で、令和２年度第２回定例教育委員会を終了させていただきます。 

どうもありがとうございました。ご苦労さまでした。 

  〈午後４時２０分閉会〉 

     

― 了 ― 


